
論点（案） 

 

１．月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金について 

  ※ 平成２０年労働基準法改正により、月６０時間超の時間外労働に対しては５０％ 
    以上の割増賃金率が定められたが、中小企業については、法第１３８条により、 
    「当分の間」適用されないこととされた。施行後３年経過後に、施行状況や時間外 
    労働の動向等を勘案し、同条について検討を加え、その結果に基づき必要な措 
    置を講ずるものとされている（改正法附則第３条）。 

 
２．企画業務型裁量労働制及びフレックスタイム制の見直しについて 

  ※ 「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）においては、「企画業務型 
 裁量労働制を始め、労働時間法制について・・・本年秋から労働政策審議会で 
 検討を開始する。ワーク・ライフ・バランスや労働生産性向上の観点から、総合 
 的に議論し、１年を目途に結論を得る」こととされている。また、「規制改革実施 
 計画」（同日閣議決定）においても「企画業務型裁量労働制やフレックスタイム 
 制をはじめ」労働時間法制について総合的に検討することとされている。 
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改正労働基準法の検討規定 

   附 則 （平成20年法律第89号）（抄） 
（施行期日） 

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。 

（検討） 
第3条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法（以

下この条において「新法」という。）第37条第1項ただし書及び第138条の規定の施行の状況、時間外労

働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。 

 

◎労働基準法（昭和22年法律第49号）（抄） 
（時間外、休日及び深夜の割増賃金）  

第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に

おいては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分
以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時

間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない。  

２～５ （略）  

第138条 中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が3億円（小売業又はサービス業を主たる事業とす
る事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円）以下である事業主

及びその常時使用する労働者の数が300人（小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業

又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人）以下である事業主をいう。）の事業につ
いては、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。 

   （注）下線は引用に際して付したものである。 2 



２．雇用制度改革・人材力の強化 
 ③多様な働き方の実現 
   個人が、それぞれのライフスタイルや希望に応じて、社会での活躍の場を見出せるよう、柔軟で 
  多様な働き方が可能となる制度見直し等を進める。 
  ○ 労働時間法制の見直し 
   ・  企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について、早急に実態把握調査・分析を実施し、 
    本年秋から労働政策審議会で検討を開始する。ワーク・ライフ・バランスや労働生産性向上の観 
    点から、総合的に議論し、１年を目途に結論を得る。 

労働時間法制に関する閣議決定 

日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）（抄） 

規制改革実施計画（平成２５年６月１４日閣議決定）（抄） 

４ 雇用分野 
 （１）規制改革の観点と重点事項 
   正規・非正規の二極化構造の是正、労働者の能力に見合い、努力が報われる賃金上昇、ライフサ 
  イクル・ライフスタイルに応じた多様な生き方の創造、人口減少社会が進む中での経済再生と成長 
  力強化のため、「人が動く」ように雇用の多様性、柔軟性を高め、「失業なき円滑な労働移動」を 
  実現させていく観点から、①ジョブ型正社員の雇用ルールの整備、②企画業務型裁量労働制やフ 
  レックスタイム制等労働時間法制の見直し、③有料職業紹介事業の規制改革、④労働者派遣制度の 
  見直しに重点的に取り組む。 
 （２）個別措置事項 
 
 
 
 
 
 
   （注）下線は引用に際して付したものである。 

№ 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁 

２ 
企画業務型裁量労働制や
フレックスタイム制等労
働時間法制の見直し 

企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制をはじ
め、労働時間法制について、ワークライフバランス
や労働生産性の向上の観点から、労働政策審議会で
総合的に検討する。労働政策審議会での検討の基礎
資料を得るべく、平成25年上期に企業における実態
調査・分析を実施し、平成25年秋に労働政策審議会
で検討を開始し、結論を得次第措置を講じる。 

平成25年上期調査
開始、平成25年秋
検討開始、１年を
目途に結論、結論
を得次第措置 

厚生労働省 
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平成２５年度労働時間等総合実態調査について 

１．目的 

 ○ 今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる時間外・休日労働、割増賃金率、裁量労働 

  制の実態等を把握する。 

２．調査方法 

 ○ 全国の労働基準監督署から事業場への訪問調査で実施。 

３．実施時期 

 ○ 平成２５年４月～６月 

４．調査対象事業場数 

 ○ 約１１，０００事業場 

５．主な調査項目 

 ○ 時間外・休日労働の実態（時間外・休日労働に係る労使協定（いわゆる三六協定）締結の 

  内容）、実労働時間数 等 

 ○ 割増賃金率の設定状況 

 ○ 裁量労働制（専門業務型・企画業務型）の実態（みなし労働時間数、実労働時間数 等） 

  ※ 大企業・中小企業別にも集計 4 


